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１ 避難勧告等の発令区分 

 

避難勧告等の発令区分は以下のとおりとする。 

（１）避難準備情報 

気象予警報等が発表され、災害により人的被害の発生のおそれがあり、災害時要援

護者等、特に避難行動に時間を要し、事前に避難準備することが適当であると認めら

れる者が、避難行動を開始する必要がある場合に情報を提供する。 
 

（２）避難勧告 

災害により人的被害の発生のおそれがあり、災害の拡大を防止するため特に必要が

ある以下のような場合に、住民に対し避難のための立ち退きを勧め又は促す。 

・ 暴風の来襲、断続的な大雨により災害の発生が予想され、生命、身体の危険が強

まってきたとき。 

・ 土砂災害警戒情報が発表されるなど土砂災害の危険が強まってきたとき。 

・ 水位周知河川等の水位がはん濫注意水位（警戒水位）を突破し、増水が予想され

洪水等の危険が強まってきたとき。 
 

（３）避難指示 

災害による被害の危険が切迫している場合等で、避難勧告より状況が悪化し緊急に

避難を要すると認められる以下のような場合に、住民に対し避難のための立ち退きを

指示する。（避難するいとまがない住民には、生命を守る最低限の行動を指示する。） 

・ 暴風、大雨、洪水その他災害発生となる事象が避難勧告の段階より悪化し、災害

の発生が確実に予想されるに至ったとき。 

・ 突然、災害発生の諸現象が現われたとき。 
 
 

２ 避難勧告等の判断基準 

 

避難勧告等の発令については、対象となる災害を以下の 

（１）河川洪水 

（２）土砂災害 

の２種類とし、各種防災気象情報、現地情報等を収集し総合的に判断する。 
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３ 各種災害の特性 

 

住民は、災害が発生するまでに避難を終えることが原則であるが、事態の進行や状況に

応じて適切な避難行動を取ることが必要となる。したがって、下記の点を避難行動につい

ての基本的な考え方とする。 

●災害時要援護者等、避難行動や情報面での支援を要する人も含めた住民の確実な避難 

●道路冠水等で危険な中を避難するような事態の回避等、避難行動における安全の確保 

●真に切迫した状況では、生命を守る最低限の行動の選択 

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難

場所等に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて自宅

や隣接建物の２階等に避難することもある。 

そのため、災害の特性（住民に求められる避難行動も含む。）に関し、災害ごとに留意

すべき事項は、次のとおりである。なお、これらについては、住民への十分な周知も必要

である。 

 特に、避難勧告等の情報を発令したが、情報が十分に伝達できなかった地域があったり、

伝達されても実際の避難行動につながらなかった場合などを想定し、以下の項目の検討が

必要である。 

● 伝達手段については、避難準備情報、避難勧告、避難指示の種類ごとに、防災行政

無線、市町村広報車、消防車両、電話、FAX、携帯電話メール、テレビ・ラジオや、地

域特性に応じたその他の手段を含めた複数の手段を組み合わせて、伝達先と合わせて

具体的に定めておくこと。 

● 避難勧告等の伝達手段、伝達先について、チェックリストを作っておき、漏れがな

いか確認すること。 

● 情報 伝達に関して、平常時から市町村と住民との間で情報共有・リスクコミュニ

ケーションを行い、住民の理解向上に努めること。 

● 災害時要援護者等に対する避難勧告について、消防団、自主防災組織、福祉関係者

等を通じて、災害時要援護者や避難支援者に確実に伝達すること。 

● 介護福祉士や民生委員等を対象として、在宅の災害時要援護者の避難支援に関する

説明会等を開催するなど周知を図ること。 
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（１）水害（河川のはん濫等） 

堤防を有しない河川等では、水位上昇に伴い河川水があふれ、徐々に浸水域、浸水

深が増加する。 

堤防を有する河川で破堤した場合、はん濫水は家屋でさえ破壊するほどのエネルギ

ーで一気に押し寄せるため、堤防の近傍の住民は破堤前の避難完了が必要となる。ま

た、相当量のはん濫水が流れ出すので、浸水深や浸水域も一気に増加する。そのため、

低地ではん濫水が集まる地区は、特に速やかな避難行動が必要となる。 

浸水が始まっている場合において、住民が留意すべき事項は次のとおりである。 

① 浸水深が 50cmを上回る（膝上まで浸水が来ている）場所での避難行動は危険であ

ること。流速が早い場合は、20cm程度でも歩行不可能であること。 

② 用水路等への転落のおそれがある場所では、道路上 10cm程度でも危険であること。 

③ 浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合には、生命を守る最低限

の行動として、自宅や隣接建物の２階等へ緊急的に避難するなどの行動をとること。 
 

（２） 土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり） 

土砂災害は相当の破壊力を有しており、生命の危険が高いため、降雨指標に基づく

土砂災害発生危険度予測を可能な限り活用し、災害発生前に避難を完了することが必

要である。ただし土砂災害は、地形や地質の条件、それまでの降雨量等、複数の要因

が重なり合って発生するため、降雨指標による土砂災害発生危険度が比較的低くても

発生する場合もあるので、住民は、前兆現象（P.11、12 参照）を確認したら速やかに

避難する必要がある。 
 

そのため町は、降雨指標に基づく土砂災害発生予測のみでなく、住民等からの通報

により、速やかに前兆現象の発生事実を把握し、同事実及び避難勧告等を速やかに周

知・伝達する。 

土砂災害の避難について、住民が留意すべき事項は次のとおりである。 

① 避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険区域内の通過は避けることと、土石流

に関しては渓流に直角方向にできるだけ渓流から離れること。 

② 避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動として、周囲の建物

より比較的高い建物の２階以上（斜面と反対側の部屋）に避難することを心がける

こと。 
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４ 避難勧告等の発令の判断基準 

 

避難勧告等の標準的な意味合いについては次のとおりであるが、対象とする自然災害ご

とに、関係機関から提供される情報、自ら収集する情報等を基に、避難勧告等を発令する。 

区  分 発 令 時 の 状 況 住民に求める行動 

避 難 準 備 

(要援護者避難

準備情報) 

・要援護者等、特に避難行動に時間

を要する者が避難行動を開始しな

ければならない段階であり、人的

被害の発生する可能性が高まった

状況 

・要援護者等、特に避難行動に時間

を要する者は、計画された避難場

所への避難行動を開始（避難支援

者は、要援護者の避難支援行動を

開始） 

・上記以外の者は、家族等との連絡、

非常用持出品の用意等、避難準備

を開始 

避 難 勧 告 

・通常の避難行動ができる者が避難

行動を開始しなければならない段

階であり、人的被害の発生する可

能性が明らかに高まった状況 

・通常の避難行動ができる者は、計

画された避難場所等への避難行

動を開始 

避 難 指 示 

・前兆現象の発生や、現在の切迫し

た状況から、人的被害の発生する

危険性が非常に高いと判断された

状況 

・堤防の隣接地等、地域の特性等か

ら人的被害の発生する危険性が非

常に高いと判断された状況 

・人的被害の発生した状況 

・避難勧告等の発令後で避難中の住

民は、確実な避難行動を直ちに完

了 

・未だ避難していない対象住民は、

直ちに避難行動に移るとともに、

そのいとまがない場合は、生命を

守る最低限の行動をとる 

 

《運用上の注意事項》 

・重要な情報については、情報を発表した気象官署、河川管理者等との間で相互に情

報交換を行う。 

・関係機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部でどのような状況になってい

るか、暴風雨はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害や前兆現象が発生して

いないか等、広域的な状況把握に努める。 

・想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあるこ

とから、堤防の異常や土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、

レーダ観測でとらえた強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）

等、必ずしも数値等で明確にできないものを含めて、総合的な判断を行う。 

・自然現象のため不測の事態等が想定されることから、避難行動は、計画された避難

場所等に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて、

自宅や隣接建物の２階等に避難させることも考慮する。 
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（１） 河川洪水 

① 避難すべき区域 

原則として河川浸水想定区域のうち、浸水深が５０㎝を超えると予想されている範

囲内 
 

② 具体的な基準 

避難勧告等は以下の基準を参考に、河川洪水予報、水位情報（避難判断水位、はん

濫危険水位等）、今後の気象予測、河川巡視からの報告等を含めて総合的に判断し発令

する。 

区 分 洪水予報指定河川 水位周知河川 
左記以外の中小河川、内

水等 

河川の性

格 

洪水により相当規模以上
の損害が発生する河川で、
洪水予測が可能な河川 

洪水により相当規模以上の
損害が発生する河川で、洪
水予測が困難な河川 

左記以外のリアルタイ
ムの水位観測ができな
い中小河川、または水路
等 

避難準備

情報 

・一定時間後（※１）には
ん濫危険水位に到達され
ると予測されるとき 

・河川管理者（気象台共
同発表）からはん濫注意
情報が発表されたとき 

・はん濫危険水位から一定
時間（※１）の水位変化量
を差し引いた水位に到達し
たとき（※２） 
・河川管理者からはん濫注
意情報が発表されたとき 

 

近隣での浸水や、河川
の増水、当該地域の降
雨状況や降雨予測等
により浸水の危険が
高いとき 

避難勧告 

堤防の決壊につながるような漏水等の発見 ○近隣で浸水が拡大し
ている場合 
○排水先の河川の水位
が高くなり、ポンプの運
転停止水位に到達する
ことが見込まれるとき 

 

・一定時間後（※３）には
ん濫危険水位に到達する
と予測されるとき 
・河川管理者（気象台共同
発表）からはん濫警戒情報
が発表されたとき 

 

・はん濫危険水位から一定
時間（※３）の水位変化量
を差し引いた水位（避難判
断水位）に到達したとき（※
４） 

・河川管理者からはん濫警
戒情報が発表されたとき 

避難指示 

次のような状況で直ちに避難行動を行う必要があるとき 
・堤防が決壊 
・堤防の決壊につながるような大量の漏水や亀裂等発見 
・水門等の施設状況（水門が閉まらない等の事故） 
・はん濫危険水位到達 

・河川管理者（気象台共同発表）からはん濫危険情報
が発表されたとき 

○近隣で浸水が床上に
及んでいるとき 
○排水先の河川の水位
が高くなり内水ポンプ
の運転停止、水門閉鎖を
行ったとき 

 

避難勧告

等の解除 

解除については、関係する河川の水防警報、洪水予報、水位周知情報が全て解除と
なり、河川の水位がピークを過ぎはん濫注意水位を下回り、気象状況などから水位
が再上昇するおそれがなくなった場合に河川状況の現地調査を行い安全を確認した
上で総合的に判断する。 

※１災害時要援護者の避難に要する時間内で、河川管理者からの情報がある程度の精度を確保

できる時間 

※２上流の降雨状況や降雨予測等による洪水発生の可能性にも考慮 

※３避難に要する時間内で、河川管理者からの情報が一定の精度を確保できる時間 

※４上流の降雨状況や降雨予測等により、はん濫危険水位に達しないことが明らかである場合

を除く 
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表 水位観測所（テレメータ水位）と基準水位 

河川名 
観測

所名 

管理

区分 
所管 所在地 標高  

水防団

待機水

位 

はん濫

注意水

位 

避難判

断水位 

はん濫

危険水

位 

小田川 内子 国 
大洲河川国

道事務所 

愛媛県喜多郡内子町

知清 

(知清橋下流 100m) 

46.9890m 2.50m 3.00m 3.0m 4.5m 

小田川 大瀬 愛媛県 
大洲土木事

務所 

愛媛県喜多郡内子町

大瀬成屋子 183-9 

(新成屋橋付近) 

78.5000m 4.00m 4.80m 6.0m 7.5m 

 
 

表 雨量観測所（テレメータ雨量） 

河川名 観測所名 管理区分 所管 所在地 標高 

小田川 内子 国河川 
大洲河川国道

事務所 

愛媛県喜多郡内子町知清 

(知清橋下流 100m) 
51m 

小田川 小田 国河川 
大洲河川国道

事務所 

愛媛県喜多郡内子町寺村甲 92-1 

(小田中学校校庭) 
217m 

小田川 大瀬 国河川 
大洲河川国道

事務所 
愛媛県喜多郡内子町大瀬 110m 

麓川 満穂 国河川 
大洲河川国道

事務所 
愛媛県喜多郡内子町石畳 3641 420m 

黒川 獅子越 国河川 
大渡ダム管理

所 

愛媛県喜多郡内子町中川小田深山 

(愛媛森林管理所小田造林詰所から

約 4.4km) 

932m 

その他 
獅子越峠

（気象） 
気象庁 

松山地方気象

台 
愛媛県喜多郡内子町本川防体野 1,000m 

その他 大瀬北 県河川 
大洲土木事務

所 
愛媛県喜多郡内子町大瀬中央 458 290m 

   
図 （参考）水位観測地点の位置図と洪水危険レベルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はん濫注意水位 
（水防団が出動する目安

になる水位） 

はん濫危険水位 
（ただちに避難を完了す

る水位） 

はん濫発生 

水防団待機水位 

レベル 5 

レベル 4 

レベル 3 

レベル 2 

レベル 1 

避難判断水位 
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（注）雨量・水位情報は、国土交通省ホームページ「川の防災情報」及び「市町村向け川の防災

情報」で確認することができる。 

 

 

・水防団待機水位：出水時に水位状況を水防関係者に通報するための水位 

・はん濫注意水位：出水時に災害のおこる恐れのある水位で、水防団を出動又は準備

させる水位 

・避難判断水位：はん濫注意水位を超える水位であって、洪水による災害の発生を特

に警戒すべき水位で、市町村が発する避難勧告等の目安になる水位（本町では「は

ん濫注意水位」と同じ） 

・はん濫危険水位：洪水により、相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫のおそれが

ある水位 

水位危
険度の
レベル 

洪水予報の 
種類 

水位の名
称 

発表基準 
（対住民） 

町・住民に 
求める行動等 

レベル1 （発表なし） 
水防団 
待機水

位 
 水防団待機 

レベル2 
（注意） 

はん濫 
注意情報 

［洪水注意
報］ 

はん濫 
注意水

位 

はん濫注意水位に到達
し、さらに上昇するおそ
れがあるとき。 

町は、避難準備情報（避難
行動要支援者避難情報）発
令を判断 
住民は、はん濫に関する情
報に注意 
水防団出動 

レベル3 
（警戒） 

はん濫 
警戒情報 

［洪水警報］ 

避難判
断 

水位 

避難判断水位に到達し、
さらに上昇するおそれが
あるとき、あるいは水位
予測に基づきはん濫危険
水位に到達すると見込ま
れたとき。 

町は、避難勧告等の発令を
判断 
住民は、避難を判断 

レベル4 
（危険） 

はん濫 
危険情報 

［洪水警報］ 

はん濫 
危険水

位 

はん濫危険水位に到達し
たとき。 

住民の避難完了 

レベル5 
はん濫 
発生情報 

［洪水警報］ 

（はん
濫発生） 

はん濫が発生したとき。 
逃げ遅れた住民の救助等、
新たにはん濫が及ぶ区域
の住民の避難誘導 

－ 7 － 



 

 

③ その他、対応策 

ア 避難勧告等の判断基準に関すること 

 局地的な大雨により、基準地点の観測水位のみを基準とした現行の計画で、避難勧告

等を発令する判断が遅れた場合を想定し以下の項目を検討する。 

＜対応のあり方＞ 

１）上述の基準にも記載してあるとおり、避難勧告等の判断基準を策定する場合には、

できるだけ具体化を図りつつも、自然現象を対象とするため、想定以上又は想定外

の事態も発生しうるので、総合的な判断を行うこと。 

２）河川管理者や気象官署との連携を図り、上流に降った雨が当該市町村に到達するま

での時間や、災害発生の危険の高まる降雨量など、対象とする河川の特性を十分把

握し、河川の上流にある水位計や雨量計等のデータや、降雨状況のレーダ情報等を

入手し、判断材料として活用すること。 

イ 自治体の対応について 

 局地的な大雨の際、自治体の初動体制に遅れが見られた事例を想定し、以下の項目を

検討する。 

＜対応のあり方＞ 

１） 初期対応の重要性を踏まえつつ、災害の規模・業務量に対応した危機管理体制

を選択（判断基準・考え方の策定も含む）・構築できる仕組みを整備すること。 

２） 局地的な大雨の場合は発生の予測が困難であり、降り始めからはん濫に至るま

での非常に限られた時間の中で被害を最小限に抑えるには、特に初動対応が重要と

なるため、市町村は災害応急対策に対応した危機管理体制の充実を図ること。 
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（２） 土砂災害 

① 避難すべき区域 

当町の土砂災害の発生のおそれのある土砂災害警戒区域は 98箇所存在し、町域のあ

らゆる箇所に点在していることから、町職員や消防職員等による危険箇所の巡視情報

や周辺住民等からの通報などの情報を収集するとともに、気象官署、砂防関係機関等

との間で相互に情報交換を行い、避難勧告の対象となる「避難すべき区域」を判断す

る。区域としては、町内会、自治会、自主防災組織等、同一の避難行動をとるべき地

区を避難単位として設定する。なお、設定した避難単位毎に在宅の災害時要援護者の

有無を確認し、災害時要援護者が多数存在する場合は、必要に応じて避難支援体制を

考慮した避難単位に見直す。 
 

② 具体的な基準 

避難勧告等は以下の基準を参考に、土砂災害警戒情報や今後の気象予測、土砂災害

危険箇所の巡視等からの報告を含めて総合的に判断して発令する。土砂災害に関する

情報の確実な収集・伝達のため、防災行政無線を整備することを、前提として、情報

の収集・伝達手段の多重化及び停電対策を図る。また、各地域の特徴に即した情報の

収集・伝達手段（住民間のつながり含め）を構築する。 
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区 分 土 砂 災 害 警 戒 区 域 （ も し く は 土 砂 災 害 危 険 箇 所 ） 

避難準備（要

援護者避難）

情報 

○近隣で前兆現象（湧き水・地下水の濁り、量の変化）を発見したとき。 

○大雨（土砂災害）警報が発表されたとき。 

○設定した連続雨量を超過したとき。 

避難勧告 

○近隣で前兆現象（渓流付近で斜面崩壊、斜面のはらみ、擁壁・道路等にクラ

ック発生）を発見したとき。 

○土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

○設定した連続雨量を超過したとき。 

避難指示 

○近隣で土砂災害が発生したとき。 

○自宅裏山などの特に隣接した場所で前兆現象を発見したとき。 

○土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

○設定した連続雨量を超過したとき。 

避難勧告等の

解除 

○解除については、土砂災害警戒情報の解除、今後の気象状況、土砂災害の発

生状況等を総合的に判断して行う。但し、土砂災害が発生した箇所、前兆現

象が確認された箇所及びこれらに隣接する箇所については、現地調査を行い

安全が確認されたときとする。 

注意事項 

○避難勧告等の発令にあたっては、愛媛県河川・砂防情報システムにより該当

する５キロメッシュ内の１キロメッシュにて範囲を参考にし、またスネーク

ラインから状況を参考にするとともに各種気象情報を含め総合的に判断す

る。 

○土砂災害警戒情報を避難情報のどの区分に整理するかについては、避難に要

する時間等を考慮し設定する必要がある。 

○本表は土砂災害のうち、土石流や集中的に発生するがけ崩れを想定している

が、地すべりについても、斜面の勾配等を考慮し、これに準ずることもでき

る。 

○上記の情報のほか、気象予警報、近隣の雨量などを関連づける方向で検討す

る必要がある。 

○避難勧告等を的確に発令できるよう、土砂災害に関する専門知識を有する専

門家等の助言を活用する。 

○土砂災害が発生するおそれのある箇所に係る避難単位に在宅の災害時要援

護者等がいる場合、その避難行動の困難性を考慮し、特に避難が夜間になり

そうな場合において、日没前に避難を完了できるよう災害時要援護者等に避

難勧告を発令する。また、災害時要援護者関連施設に対しては施設管理者に

同様の情報を伝達する。 
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※土砂災害の前兆現象 

 前  兆  現  象 説     明 

土 

 

 

石 

 

 

流 

近くで山崩れ、土石流が発
生している 

周辺の斜面や渓流は地形・地質や降水量がほぼ同じである場合がほ
とんどであり、近隣で崩壊や土石流が発生している場合は、隣接する
渓流でも土石流の発生する可能性高い。 

立木の裂ける音や巨レキの
流れる音が聞こえる 

渓流の上流部で土石流が発生したために、巨レキがぶつかる音や立
木の折れる音などが下流まで聞こえる現象 

渓流の流水が急激に濁りだ
したり、流木などが混ざって
いる 

渓流の上流部で土石流が発生し、土砂や倒木が渓流に流入、その
後、流下してきたときに認められる現象で、土石流発生につながる可能
性が高い。 

降雨が続いているにもかか
わらず、水位が急激に減少
し始める 

渓流の上流で崩壊が発生し、河道を埋塞して天然ダムが形成され、渓
流の水が貯留されたために認められる現象で、天然ダム決壊により土
石流が発生する可能性が高い。 

異様な山鳴りがする 

渓流沿いの斜面内部の地下水の上昇による圧力の増加等に伴い、斜
面内部の結合力が低下し、斜面全体が岩塊として変異（移動）して山
鳴りが生じる現象で、崩壊が起こり土石流発生につながる可能性が高
い。 

異様なにおい（土臭い、もの
の焼ける、酸っぱい等）がす
る 

渓流の上流で崩壊等がすでに発生し、巨レキ同士がぶつかり合うとき
のにおいや崩壊土砂による土のにおい、崩壊に伴って発生した流木
のにおいなどが考えられる。 

渓流付近の斜面が崩れだし
たり、落石などが発生してい
る 

渓流沿いの斜面が崩れやすくなっており、大規模な崩壊が発生した場
合、土石流発生の引き金となる。 

渓流の水位が降雨量の減少
にもかかわらず低下しない 

渓流に新たな、または過度の地下水の供給が生じているときに認めら
れる現象で、土石流発生の引き金となる。 

が 

 

け 

 

崩 

 

れ 

斜面に亀裂ができる 
斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の
結合力が低下し、斜面の弱い部分に沿って変異（亀裂）が生じる現象
で、崩壊に至る可能性が高い。 

小石が斜面からぱらぱらと

落ちだす 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の
結合力が低下し、斜面の表層部の比較的弱い箇所から落石が生じる
現象で、崩壊に至る可能性が高い。 

斜面から異常な音、山鳴

り、地鳴りが聞こえる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の
結合力が低下し、斜面全体が岩塊として、変異（移動）し異常音が発生
する現象で、崩壊に至る可能性が高い。 

斜面にはらみがみられる 
斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の
結合力が低下し、斜面に変異が生じる現象で、崩壊に至る可能性が高
い。 

普段澄んでいる湧き水が濁

る、水の吹出しがみられる、

湧き水の急激な増加,減少,

枯渇が認められる 

地盤内部に新たな水道の形成または地下水量の増加による侵食量の
増大のために認められる現象で、斜面内部の空洞が拡大し、不安定化
する。 

地 

す 

べ 

り 

地鳴り 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地鳴りが発生する減少 

家鳴り 
地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地盤の変形や移動ブロッ
クの境界付近で変位が生じ、建物等の家鳴りが発生する現象 

根の切れる音 
地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、すべり面沿いやブロック
境界付近の根が切断され、その音が聞こえる現象 

地面の振動 
地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地面の振動が発生する
現象 
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 前  兆  現  象 説     明 

地 

 

 

す 

 

 

べ 

 

 

り 

木の枝先の擦れ合う音（風の

ないとき） 

地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、ブロック上の木々が擦
れる現象 

亀裂や段差の発生・拡大 
地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で亀裂や段差が
発生・拡大する現象 

地表面の凸凹の発生 
地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で凸凹が発生する
現象 

擁壁のクラックや押し出し 
地すべりブロック（土塊）の移動により、その末端部で擁壁の押し出し
やクラックが発生する現象 

舗装道路やトンネルのクラッ

ク 

地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界付近を通
過している道路やトンネルにクラックが発生する現象 

電線の弛みや引っ張り 
地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックと外部との間に変
位が生じ、その地域に設置されている電柱間で電線の弛みや引っ張
りが認められる現象 

建物等の変形（戸の締りが悪

くなる、壁に隙間ができる） 

地すべりブロック（土塊）の移動により、地盤の変形や移動ブロックの
境界付近で変位が生じ、建物等の変形が発生する現象 

橋等に異常を生じる 
地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界にある橋
梁に変位を生じる現象 

落石や小崩壊の発生 
地すべり末端付近の斜面で、地すべりの急激な変動のため落石や小
崩落が発生する現象 

地下水の濁り 同上 

湧水の流量の変化（枯渇や

急増） 
同上 

湧水の濁りの発生 同上 

新しい湧水の発生 
地すべりブロック内部の地下水位が急激に増加したため認められる
現象で、地すべり内部の水圧が上昇し、地すべりブロックを滑らす力
（滑動力）が増大する。 
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５ 避難勧告等の伝達方法 

 

避難勧告等の伝達は、災害の種別や規模、伝達すべき区域の範囲、時間帯等を考慮し、

町防災行政無線や車両による広報、報道各社への放送要請、町ホームページ、ＦＭ放送、

テレビでのテロップ放送等への掲載などを行うとともに、自治会長などへの電話等様々な

手段で実施する。また、自主防災組織や隣近所の住民同士による直接の声かけ、市町村長

自らの呼びかけ等も併せて行うことにより、確実に伝達する。また、避難勧告発令後の避

難状況を検証し、避難しない人の理由を分析するとともに、今後の対策を検討する。 

【伝達先・伝達方法】 

伝    達    先 伝  達  方  法 

（住 民） 

 ◇住民 

◇自治会長、自主防災組織の長 

 

 

 

・町防災行政無線 

・広報車、消防車 

・町ホームページ 

・電話、ＦＡＸ、テレビ、ラジオ 

・緊急メール、エリアメール 

（災害時要援護者、福祉関係機関等） 

 ◇災害時要援護者の事前登録者 

◇町社会福祉協議会 

◇保育所等 

◇自主防災組織 

◇民生委員 

・電話、ＦＡＸ、電子メール、テレビ、ラジ

オ 

 

 

（防災関係機関等） 

 ◇警察署、消防署、消防団 

◇愛媛県、隣接市町村 

◇郵便局（株） 

◇防災関係機関 

◇災害時応援協定業者 

◇各避難施設 

・電話、ＦＡＸ、防災無線、県防災通信シス

テム、電子メール、テレビ、ラジオ 
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６ 避難勧告等の伝達文 

 
 

（１） 避難勧告等の伝達内容 

伝達文は、住民が短時間で内容を理解でき、避難行動の内容が的確に伝わるものとなる

よう留意する必要がある。 

なお、住民が発令された避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告及び避難指示の意味

合いを理解できるよう、平常時から十分に周知する必要がある。 

また、必要に応じて外国人が理解できるよう多言語による情報提供にも配慮することが

望ましい。 

〈避難勧告等の内容に必要な項目〉 

① 発令者  ② 発令時間  ③ 対象地区（対象者）  ④ 避難勧告等の種類 

⑤ 避難すべき理由  ⑥ 避難の時期  ⑦ 避難場所  ⑧ 注意事項 

 

（２） 避難勧告等の伝達文例 

① 避難準備（要援護者避難） 

○ 避難準備（要援護者避難）の伝達文の例 

こちらは、内子町（災害対策本部）です。 

ただ今、（※１避難すべき事由）ため、○○時○○分に○○地区に対して避難準備情報

を発令しました。 

お年寄りの方など避難に時間を要する方は、直ちに（避難所の施設名）へ避難してく

ださい。その他の方も避難の準備を始めてください。 

（また、できるだけ隣近所の方にも声をかけて避難してください。） 

【※１避難すべき事由の例】 

・□□川の水位が上昇し、今後はん濫するおそれがある。 

・これまでの雨や今後の予想から、土砂災害の発生するおそれがある。 
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② 避難勧告 

○ 避難勧告の伝達文の例 

こちらは、内子町（災害対策本部）です。 

ただ今、（※２避難すべき事由）ため、○○時○○分に○○地区に対して避難勧告を発

令しました。 

直ちに（避難所の施設名）へ避難してください。 

（また、できるだけ隣近所の方にも声をかけて避難してください。） 

【※２避難すべき事由の例】 

・□□川の水位が上昇し、今後浸水の始まるおそれがある。 

・□□裏山で土砂災害の発生する危険が非常に高まってきた。 
 

③ 避難指示 

○ 避難指示の伝達文の例 

こちらは、内子町（災害対策本部）です。 

ただ今、（※３避難すべき事由）ため、○○時○○分に○○地区に対して避難指示を発

令しました。 

直ちに（避難所の施設名）へ避難を完了してください。避難に十分な時間がない場合

は、近くの安全な建物に避難してください。 

【※３避難すべき事由の例】 

・□□川の水位がさらに上昇し、大変危険な状況である。 

・□□裏山で落石があり、すぐにも崖崩れ発生する非常に危険な状況である。 
 

④ 避難情報を出す際の注意事項 

・各情報に至った理由(状況)を簡潔に伝達すること。 

・避難所については、具体的に伝達すること。 

・ 避難に支障となることがある場合(道路冠水、崖崩れ等)は、その状況も一緒に伝達

すること。 

・ 被害発生までの時間が短いため、十分な情報伝達ができなかった場合は特に、以下

の事項に、留意すべきこと。 

・ 伝達文作成の場合、避難勧告等は、住民が生命にかかる危険であることをしっ

かり認識できるように伝達するとともに、住民の判断に役立つような分かりやすさ

も必要であること 

・ 被害特性や状況に応じ、住民が自宅や隣接建物の 2 階以上に避難すべきか、外

の避難所に避難すべきかといった、正しい避難行動が選択されるように伝達内容も

工夫すること 

以上 
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７  避難勧告等の判断基準参考資料  
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警報・注意報発表基準一覧表 

平成 22年 5 月 27日現在 

発表官署 松山地方気象台 

内子町 

府県予報区 愛媛県 

一次細分区域 南予 

市町村等をまとめた地域 南予北部 

警報 

大雨   （浸水害）  雨量基準 1時間雨量６０ｍｍ 

大雨   （土砂災害） 土壌雨量指数基準 128 

洪水 

雨量基準 1時間雨量６０ｍｍ 

流域雨量指数基準 小田川流域－39、中山川流域-21、麓川流域-24 

複合基準 ー 

指定河川洪水予報 
ー 

による基準 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s    雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 

平野部 24時間降雪の深さ３０ｃｍ 

山沿い 24時間降雪の深さ４０ｃｍ 

山地 24時間降雪の深さ４０ｃｍ 

注意報 

大雨 
雨量基準 1時間雨量４０ｍｍ 

土壌雨量指数基準 89 

洪水 

雨量基準 1時間雨量４０ｍｍ 

流域雨量指数基準 小田川流域－21、中山川流域-１７、麓川流域-１９ 

複合基準 ー 

指定河川洪水予報 
ー 

による基準 

強風 平均気温 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s    雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 

平野部 24時間降雪の深さ１０ｃｍ 

山沿い 24時間降雪の深さ２０ｃｍ 

山地 24時間降雪の深さ２０ｃｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 １００ｍ 

乾燥 最小湿度４０％で実効湿度６０％ 

なだれ 
①積雪の深さ２０ｃｍ以上あり降雪の深さ３０ｃｍ以上 

②積雪の深さ５０ｃｍ以上あり最高気温８℃以上又はかなりの降雨 

低温 平野部 最低気温ー４℃以下 山沿い 最低気温ー８℃以下 

霜 ３月２０日以降の晩霜 最低気温３℃以下 

着雪 
２４時間降雪の深さ：２０ｃｍ以上 

気温：ー１℃～２℃ 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 １００ｍｍ   

＊気温は松山気象台の値 
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特別警報の発表基準 

 
気象等に関する特別警報の発表基準       気象庁：平成２６年８月３０日運用開始 

 

 現象の種類                    基   準 

  大  雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に 

一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 

  暴  風   暴風が吹くと予想される場合 

  高  潮 数十年に一度の強度の台風や 高潮になると予想される場合 

  波  浪 同程度の温帯低気圧により 高波になると予想される場合 

  暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと 

予想される場合 

  大  雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

 
 

津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

 

  現象の種類                    基   準 

  津  波 
高いところで３メートルを超える津波が予想される場合 

（大津波警報を特別警報に位置づける） 

  火山噴火 
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 

（噴火警報（居住地域）*を特別警報に位置づける）  

  地  震 震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合  

  （地震動） （緊急地震速報(震度６弱以上)を特別警報に位置づける） 

 
（*）噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル４または５）

を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」（キーワード：居住地域厳重

警戒）を特別警報に位置づけています。 
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避難判断等水位 
 
                     平成 26年 2月 27日作成 

 

 

 
河川表示 水防団待機 はん濫注意 警  戒 避難判断 はん濫危険 

内  子 

（知 清 橋） 

 

２．５m 

 

３．０m 

 

３．０m 

 

３．０m 

 

４．５m 

大  瀬 

(新成留屋橋) 

 

４．０m 

 

４．８m 

 

４．８m 

 

６．０m 

 

７．５m 

 

 

 

 

 

 
 基準となる河川水位 

※ 水防団待機水位 

※ 水防団通報水位 
水防団に待機通知をする水位 

※ 警戒水位 水防団が出動し、警戒にあたる水位 

※ 避難判断水位 避難等の判断の目安となる水位 

※ はん濫危険水位 洪水により、はん濫の起こるおそれがある 

水位 
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内子町は、平成 20年６月に設定した避難勧告等の判断基準を基に、洪水及び土砂災害の避難

命令マニュアルを作成し、運用するものである。 

 

浸水 

 

 浸水に対する避難勧告等は、以下の基準を参考にし、今後の気象予測や河川巡視等からの

報告を含め、避難勧告・指示等の対象となる「避難すべき区域」を総合的に判断して発令す

る。 

 

 

○洪水に対する避難基準 

 避難準備情報       避難勧告     避難指示  避難発令の決定 

 

避難判断水位（警戒水

位）を超え、河川はん濫

のおそれのある場合 

 

はん濫危険水位（危険水位）

を超え、河川はん濫のおそ

れがある場合 

堤防決壊等で河川

はん濫が発生した

とき 

水防本部長及び

副本部長で協議

決定 

その他  本部長が必要と認めたとき 

 

※「勧告」とは、その地域の住民がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立ち 

 退きを勧め又は促す行為をいう。 

※「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力 

 が強く、住民を避難させるため立ち退かせることをいう。 

 

 

 

○基準となる河川水位 

    河川名    観測位置 
避難判断水位 はん濫危険水位 

（警戒水位） （危険水位） 

    小田川 

知清橋下右岸（国土交通省内子 
３．００ｍ ４．５０ｍ 

計測所） 

豊秋橋下 ３．００ｍ ４．５０ｍ 

内子町大瀬  新成屋橋下 ６．００ｍ ７．５０ｍ 

内子町寺村  小田町橋 ２．５０ｍ ３．００ｍ 

 

※避難判断水位（警戒水位）とは、避難等の判断の目安となる水位をいう。 

※はん濫危険水位（危険水位）とは、洪水により、はん濫の起こるおそれがある水位をいう。 
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内子町水防計画基準 

平成 23年制定 

 

河川名 量水標の名称 量水標の位置 通報水位 警戒水位 管理者名 

  小田川 

内子量水標 知清橋下   ２．５０ｍ   ３．００ｍ 

     内子町 
豊秋量水標 豊秋橋下   ２．５０ｍ   ３．００ｍ 

新成屋橋量水標 新成屋橋下   ５．５０ｍ   ６．００ｍ 

寺村橋量水標 小田町下   ２．００ｍ   ２．５０ｍ 

 

 

信号の種類 発するとき  措置事項 

第１信号 
河川の水位が警戒水位に達したとき 一般住民に周知するとともに必要な団員を招集し、河 

  川の警戒にあたる。 

第２信号 
各分団長より洪水のおそれがある旨 各分団員を招集するとともに水防活動に必要な資材 

の報告があったとき。 を現場に輸送する。 

第３信号 
堤防が決壊し又は、これに準ずべき 各分団員の外、必要により、一般住民の出動を求め 

事態が発生したとき。 る。 

第４信号 
洪水が著しく切迫し、区域内の住民 大洲警察署に通報し、一般町民を避難場所に誘導す 

を避難させる必要があると認めたとき。 る。 

 

 

（参考）愛媛県水防信号規則（昭和 25年県規則第５７号）  

第１条 

 

 水防法第１３条第１項の規定による水防信号は、次の各号に掲げるものとする。 

 

  １  第１信号  警戒水位に達したことを知らせるもの。 

 

  ２  第２信号  水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。 

 

  ３  第３信号  当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。 

 

  ４  第４信号  必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの 

 

第２条 

 

 水防信号は、別に定める区分及び方法に従って発する。 

 

   附則  この規則は、公布の日から施行する。 
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小 田 川 水 位 状 況 

 

    台風 15号                  平成 23年 9月 20日～21日 

知 清 観 測 所 

日 時間 水位 避難勧告等 

20 日 

16:00 1.68ｍ     

17:00 2.10ｍ     

18:00 2.89ｍ 18.22 消防団出動メール配信 

19:00 3.44ｍ 19.27 長崎橋通行止め 

    19:43 ｾﾚﾓﾆｰ浸水 

20:00 3.87ｍ 20:15 ﾌｼﾞ避難完了 

    20:15 379 号冠水 

    20:29 入江工研冠水 

21:00 3.83ｍ 21:05 下宿間・新開橋付近冠水 

    21:05 知清小田川付近避難 

    21:45 平成、天神地区自主避難 

22:00 3.98ｍ 22:00 大岡避難勧告 

    22:00 379 号福岡商店付近冠水 

23:00 4.06ｍ     

21 日 

0:00 3.86ｍ     

1:00 3.50ｍ     

2:00 3.14ｍ     

3:00 2.87ｍ     

4:00 2.58ｍ     

5:00 2.36ｍ     

6:00 2.19ｍ     

7:00 2.01ｍ     

8:00 1.88ｍ     

 

大 瀬 観 測 所 

日 時間 水位 避難勧告等 

20 日 

16:00 2.89ｍ     

17:00 4.45ｍ     

18:00 5.45ｍ 18:17 避難勧告 

    18:22 消防団出動メール配信 

19:00 6.29ｍ     

20:00 6.28ｍ     

21:00 6.41ｍ 21:25 大瀬地区堤防あふれる 

22:00 7.01ｍ     

23:00 6.57ｍ     

21 日 

0:00 6.17ｍ     

1:00 5.54ｍ     

2:00 5.23ｍ     

3:00 4.85ｍ     

4:00 4.49ｍ     

5:00 4.16ｍ     

6:00 3.98ｍ     

7:00 3.75ｍ     
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土砂災害（土石流・がけ崩れ・地すべり） 

 

①避難すべき区域 

 

 内子町の土砂災害発生のおそれのある箇所は、ほぼ全域に点在していることから、下表の

基準、消防団員や町職員等による危険箇所の巡回情報、町民からの通報、国土交通省、地方

気象台、県砂防関係機関等の情報を基に、避難勧告・指示等の対象となる「避難すべき区域」

を総合的に判断する。 

 

②判断基準 

 

 避難勧告・指示等は、以下の基準を参考に、今後の気象予測や土砂災害危険箇所の巡回情

報を含めて総合的に判断して発令する。 

区分 

大雨警報が発表された後、

土砂災害警戒情報による基

準 

       積算雨量等による基準 

前日までの連続

雨量が 100ｍｍ

あった場合 

前日までの連続

雨量が４０ｍｍ～

１００ｍｍの場合 

前日までの連続

雨量が０ｍｍ～ 

４０ｍｍの場合 

避難 

準備 

情報 

*土砂災害警戒判定メッシュ

情報により、約2時間後に「レ

ベル３（土砂災害警戒情報の

発表基準超過）」に到達する

予想されるとき 

*当日の日雨量

が５０ｍｍを超

えたとき 

*当日の日雨量

が８０ｍｍを超え

たとき 

*当日の日雨量

が１００ｍｍを超

えたとき 

避難 

勧告 

*現在の降雨指標値が土砂

災害警戒判定メッシュ情報

「レベル３（土砂災害警戒情

報の発表基準超過）」に達

し、土砂災害の前兆現象が

発生したとき  

*当日の日雨量

が５０ｍｍを超

え、時間雨量が

３０ｍｍ以上の

強い雨が予想さ

れるとき 

*当日の日雨量

が８０ｍｍを超

え、時間雨量が３

０ｍｍ以上の強

い雨が予想され

るとき 

*当日の日雨量

が１００ｍｍを超

え、時間雨量が３

０ｍｍ以上の強

い雨が予想され

るとき 

避難 

指示 
*近隣で土砂災害が発生又は災害発生の危険が切迫しているとき 

 

※「土砂災害警戒情報」とは、大雨や土砂災害のおそれがあるときに、町長が避難勧告等を 

 発令する際の判断や住民の自主避難を支援する目的として、愛媛県と松山地方気象台が共 

 同して市町単位で発表する防災情報をいう。（平成 19年６月発表開始）  

※「前兆現象」とは、山鳴りがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。川の水が 

 急に濁ったり、流木が混ざり始める。腐った土のにおいがする等の現象をいう。 

※「勧告」とは、その地域の住民がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立ち 

 退きを勧め又は促す行為をいう。 

※「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等にはせられ、「勧告」よりも拘束力 

 が強く、住民を避難させるため立ち退かせることをいう。 
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震度階級表 

 

 

 

 

日本の震度は、気象庁震度階級に基づいており、震度階級０～２のほか下表の通り表され

ます。 

 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

3 

歩いている人でも、揺れを感

じる人もいる。眠っている人

の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立て

ることがある。 
電線が少し揺れる。 

4 

ほとんどの人が驚き、揺れ

を感じる。眠っている人のほ

とんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大

きく揺れ、座りの悪い置物

が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車

を運転していて、揺れに気付

く人がいる。 

5 弱 
大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じる。 

固定していない家具が移動

することがあり、不安定なも

のは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れる

のがわかる。道路に被害を生

じることがある。 

5 強 

大半の人が、物につかまら

ないと歩くことが難しいな

ど、行動に支障を感じる。 

テレビが台から落ちることが

ある。固定していない家具

が倒れることがある。 

補強されていないブロック塀

が崩れることがある。自動車

の運転が困難となり、停止す

る車もある。 

6 弱 
立っていることが、困難にな

る。 

固定していない家具の大半

が移動し、倒れるものもあ

る。ドアが開かなくなること

がある。 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下することがある。 

6 強 立っていることができず、は

わないと動くことができな

い。揺れにほんろうされ、動

くこともできず、飛ばされるこ

ともある。 

固定していない家具のほと

んどが移動し、倒れるもの

が多くなる。 

補強されていないブロック塀

のほとんどが崩れる。 

7 

固定していない家具のほと

んどが移動したり倒れたり

し、飛ぶこともある。 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物がさらに多

くなる。補強されているブロッ

ク塀も破損するものがある。 

 

※主なものを抜粋したもの 
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職員災害時（震災時）初動対応マニュアル 
 

1.初動対応の組織及び活動体制 

配備時期（震度） 震度４ 震度５ 震度６弱以上（特別警報） 

体 制 事前配備 
災害警戒本部設置 災害対策本部設置 

（第１次配備） （第２次配備） 

参集基準 
災害応急対策を実施する

ために必要な人員 
職員の 1/3 全員 

配
備
要
員 

総務課 
係長以上 

防災担当 
全 員 全 員（※3） 建設デザイン課 

小田支所 

小田支所（応援）   応援者（係長級）※1 応援者（一般職含む）※2 

その他の部局 課長補佐以上 係長以上 全 員 

※1：旧小田町出身の職員で係長の職員（総務課、建設デザイン課、地域医療・健康増進セン

ター、自治センターは除く。） 

※2：旧小田町出身の職員で係長以下の職員（総務課、建設デザイン課、地域医療・健康増進

センター、自治センターは除く。） 

※3：災害対策本部（２次配備体制以上）を設置した場合、分庁職員（窓口センターは除く）

は、原則電話対応以外は本庁に集合。 

 

2.職員の動員 

①勤務時間内に地震（震度４以上）が発生した場合 

・震度に応じた自動配置とし、該当職員は、速やかに所定の場所へ配置につく。 

・庁内放送、電話、防災行政無線、電子メール等により職員へ周知の徹底を図る。 

・配備該当職員以外の職員は、災害対策本部の活動状況等に留意しつつ、緊急招集に備える。 

②勤務時間外に地震（震度４以上）が発生した場合 

（ア） 震度４の地震発生 

  ・配備該当職員は、速やかに各所属機関に参集する。 

  ・他の職員は、緊急参集命令に対応できるよう、自宅待機する。 

（イ）震度５の地震発生 

  ・配備該当職員は、速やかに各所属機関に参集し、災害警戒本部を設置する。 

  ・他の職員は、緊急参集命令に対応できるよう、自宅待機する。 

（ウ）震度６以上の地震発生 

  ・全職員は速やかに各所属機関に参集する。 

（エ）宿直者の対応 

  ・参集職員が登庁するまで、地震災害の情報収集、関係機関との連絡等を行う。 

（オ）夜間に地震が発生した場合 

  ・被害状況の把握等にも時間がかかり、また要員の参集も容易ではないため、被害の発

生を覚知した場合、又は発生が予測される場合には、配備該当職員以外の職員も自主的

に各所属機関に参集する。 

 

3.初動対応（地震直後の対応） 

①在庁者の安全確保と避難誘導 

②職員の安全確保 

③庁舎設備の機能確認（通信機能・情報機器・電源の確認と確保） 

④町有施設（避難施設等）の被害状況確認（担当課による） 

⑤（勤務時間外に発生した場合）家族の安否確認、地域の人命救助の活動 
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内子町避難勧告等の判断・伝達 

マニュアル 

 

平成２６年３月 

 

内 子 町 
 

事務局 内子町総務課危機管理班 
     〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲 168 

         電話 0893-44-2111（代） 
             0893-44-6150（直通） 

 

 


